
船舶事故調査報告書 

令和５年１２月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和５年５月４日 １２時４０分ごろ 

発生場所 阪神港大阪第５区 

大阪南港沖防波堤灯台から真方位１０６°９００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３６.５′ 東経１３５°２５.８′） 

事故の概要 プレジャーヨットGLORIOUS
グ ロ リ ア ス

Ⅲは、東進中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和５年５月１６日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーヨット GLORIOUSⅢ、５トン未満（長さ７.００ｍ） 

 ２８０－１１３０６大阪、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 センターキールに擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、友人３人を乗せ、ＧＰＳプロッタ

ーを作動させて、クルージングの目的で阪神港堺泉北第２区所在のマ

リーナから堺水路を航行して、大和川南防波堤を反時計回りに一周し

た後、マリーナに戻ろうと手動操舵で機走により東進中、大和川河口

の浅所（以下「本件浅所」という。）に乗り揚げた。 

船長は、ボートレスキューサービス（ＢＡＮ：Boat Assistance 

Network）に救助を要請し、本船は、来援した海上保安庁の巡視艇に

より本件浅所から引き出され、マリーナにえい
．．
航された。 

船長は、マリーナに帰航する際、船首方向に見えた高速道路の高架

やその奥に見える建物を見て、堺水路を航行していると思い、初めて

航行する海域であったが、ＧＰＳプロッターを見ずに目視で航行して

いたので、本事故発生時、東南東進となる堺水路の北方の大和川河口

に向けて東進していることに気付かなかったと本事故後に思った。 

本船の喫水は、船首約０.２ｍ、センターキール下端まで約１.４

ｍ、船尾約０.９ｍであった。 

分析 本船は、マリーナに帰航しようと東進中、船長が、船首方向に見え

た高速道路の高架やその奥の建物を見て、堺水路を航行していると思

い、本件浅所に向けて航行を続けたことから、大和川河口に向けて航

行していることに気付かず、本件浅所に乗り揚げたものと考えられ

る。 

船長は、ＧＰＳプロッターを見ずに目視で航行を続けたことから、

  



大和川河口に向けて東進していることに気付かなかったものと考えら

れる。 

原因  本事故は、本船がマリーナに帰航しようと東進中、船長が、船首方

向に見えた高速道路の高架やその奥の建物を見て、堺水路を航行して

いると思い、本件浅所に向けて航行を続けたため、大和川河口に向け

て航行していることに気付かず、本件浅所に乗り揚げたものと考えら

れる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、航行中、目視のみに頼ることなく、ＧＰＳプロッターを

活用して船位及び針路の確認を十分に行うこと。 

 


